
○
総
務
省
告
示
第
百
七
号 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報

の
開
示
に
関
す
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

（
最
終
改
正 

令
和
三
年
二
月
一
日 

総
務
省
告
示
第
十
九
号
） 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

山
本 

早
苗 

 

（
用
語
） 

第
一
条 

 

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

  
 

（
開
示
さ
れ
る
情
報
） 

第
二
条 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

接
続
協
議
等
に
関
す
る
情
報 

二 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
電

気
通
信
役
務
の
カ
バ
ー
エ
リ
ア 

三 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す

る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す

る
当
該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
用
い
ら
れ

る
、
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
（
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報 

四 

ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生
じ
た
支
障
に
関
す
る
情
報 

五 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
、
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
、
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
又
は

Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
機
能
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
追
加
又
は
変
更
に
関
す
る
情
報 

六 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
に
当
た
っ
て
利
用
す
る
必
要
の
あ
る
機
能
に
係
る
取
得
す
べ
き
金
額
で
あ
っ
て
、
第

二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
他
事
業
者
の
請
求
に
応
じ
個
別
に
開
発
す
る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開

発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す
る
他
事
業
者
の
数
等
で
案
分
す
る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
の
見
込
み
の
額
に

関
す
る
情
報 

七 

特
定
移
動
端
末
設
備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
の
標
準
的
な
料
金
そ
の
他
の
情
報 



八 

接
続
料
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
実
績
原
価
方
式
（
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
実

績
原
価
方
式
を
い
う
。
）
を
用
い
て
算
定
さ
れ
る
接
続
料
に
つ
い
て
、
原
価
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
価
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
利
潤
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
潤
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
も
の
に
対
す
る
原
価
の
比
率
に
関
す
る
情
報 

九 
前
号
の
原
価
、
利
潤
及
び
接
続
料
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
実
績
原
価
方
式
を
用
い
て
算
定
さ
れ
る
接
続

料
の
算
定
に
用
い
る
需
要
（
接
続
料
規
則
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
需
要
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対

前
年
度
比
に
関
す
る
情
報 

十 

接
続
料
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
将
来
原
価
方
式
（
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
将

来
原
価
方
式
を
い
う
。
）
を
用
い
て
算
定
さ
れ
る
接
続
料
に
つ
い
て
、
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
接
続
料
規
則
第
二
条
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
を
い
う
。
）
、
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
（
接
続
料
規
則
第

八
条
第
二
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
い
う
。
）
及
び
需
要
に
係
る
予
測
（
過
去
の
実
績
及
び
予
測
対
象
年
度

に
お
け
る
見
込
み
を
含
む
。
）
に
用
い
た
算
定
方
法
（
計
算
式
等
具
体
的
な
考
え
方
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報 

十
一 

接
続
料
規
則
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
精
算
を
行
う
予
測
接
続
料
（
接
続
料
規
則
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

予
測
接
続
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
精
算
接
続
料
（
接
続
料
規
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
精
算

接
続
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
精
算
接
続
料
の
算
定
に
用
い
た
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
に

対
す
る
当
該
予
測
接
続
料
の
算
定
に
用
い
た
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
に
関
す
る
情
報 

  

（
開
示
の
方
法
） 

第
三
条 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
の
開
示
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

情
報
の
開
示
は
無
償
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

二 

前
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
情
報
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
閲
覧
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
、
同
条
第

三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
は
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
者
に
限
り
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

情
報
の
更
新
周
期
は
極
力
短
期
間
と
し
、
情
報
の
更
新
に
際
し
て
は
更
新
情
報
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

四 

前
条
第
九
号
の
需
要
の
対
前
年
度
比
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
前
事
業
年
度
の
通
信
量
等
の
実
績
に

基
づ
き
情
報
の
更
新
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
 
 

附 

則
（
令
和
二
年
一
月
二
七
日
総
務
省
告
示
第
十
一
号
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


